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Ⅰ はじめに 
１ アクションプラン策定の趣旨等 
この「青森県建設産業アクションプラン」は、次のような趣旨と考え方で策定

しました。 

建設産業は、本県のかけがえのない豊かな自然の保全や

県民の豊かで安全な生活を支える県土づくりにおいて重

要な役割を担っており、さらに、地域経済と雇用面におい

て大きなウェイトを占めています。 

しかし、現在、建設産業は、バブル崩壊後の長引く景気

低迷と構造改革による公共投資の削減により、建設投資の

大幅な減少という大きな構造変化に直面しており、その影

響によって、今後、減少する建設投資に見合った規模に向

け、市場競争を経て再編・淘汰が進むことが予測されてい

ます。 

県としては、このような厳しい状況にあっても、建設産

業が社会資本整備の担い手であり、本県の地域経済と雇用

を支える基幹産業であることから、「青森県建設産業ビジ

ョン」（平成１５年３月策定）の方向性に基づき、具体的

支援策をアクションプランとして策定し、意欲ある建設企

業の経営改善等の自助努力を支援することとします。 

これにより、公共事業縮小の地域経済・雇用への影響を

最小限にとどめ、建設産業の構造改革を促進するものです。 

 
①意欲ある自助努力に対する支援 
県は、建設産業の構造改革を促進するにあたり、絶えず意

欲的に経営改善等に向けた取組みを行っている建設企業の自

助努力に対し県全体の施策を最大限活用して支援し、技術と

経営に優れた優良な企業が伸びられる環境の整備に努めるこ

とを基本とします。 

          ②自主自立・自己責任 
            建設産業の構造改革、経営改善等の主役はあくまで個々の

建設企業であり、自らの進むべき方向は、企業のトップ・経

営者自らが自主自立の意識を持ち、自己の責任において決断

すべきものです。 

策定の趣旨

支援の基本的な
考　　え　　方
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青森県建設産業ビジョン

（建設産業界がすべきこと）
○　建設産業の進むべき将来像の提示

（行政がすべきこと）
　　○経営改善等に向けた環境整備
       ①経営改善等に対する支援
       ②市場環境の整備

具体化

青森県建設産業
アクションプラン

技術と経営に優れた
建 設 企 業 の 育 成

建
設
産
業
の
再
生
・
活
性
化

適
正
な
施
工
の
確
保

県民への良質な社会資本の提供

地域経済の活性化・ 雇用の安定

１　相談・情報提供及び支援体制の充実・
強化
　
２　経営安定・強化に向けた支援
　
３　新分野・新市場進出への支援
　
４　県内建設企業の受注機会の確保

１　透明性の確保
　
２　公正な競争の促進
　
３　不正行為の排除の徹底
　
４　適正な施工の確保

自助努力への支援 市場環境の整備

意欲的な自助努力

相乗効果

アクションプラン基本概念図

建
設
産
業
再
生
・
活
性
化
促
進
事
業

重
点
的
支
援
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２ 建設産業再生・活性化促進事業 

～アクションプランの中核事業～ 

 

アクションプランの中核事業として本事業を実施

し、建設企業の経営改善等に向けた自助努力を重点的

に支援することとしました。 

これにより、県内建設投資縮減による地域経済・雇

用への影響を最小限にとどめ、建設産業の再生・活性

化、ひいては地域経済・雇用の安定化に資することと

するものです。 

 

 

当事業は、相談・情報提供、新分野進出支援、企業

連携支援、人材育成支援の４つのメニューを基本とし

て実施しながら、随時、建設業界の意識調査を行い分

析することにより、施策の進行状況、現況、業界のニ

ーズ等を把握し、次の施策展開につなげていきます。 

 

 

・経営改善等の総合的な相談及び専門家による
　高度な相談への対応

・関係機関・他部局との連絡調整による支援・助成
制度のフル活用

・県の支援策の提示

・経営改善・新分野進出等に役立つ情報提供

要望把握

・新分野進出に係る講演及び専門研修等

・次代の建設産業界を担うリーダーの育成等

・モニター調査による業況分析・施策に対する意見・

・企業連携に係る各種情報提供・研修等

 
建
設
産
業
再
生
・
活
性
化
促
進
事
業

相
談
・
情
報
提
供

新分野進出支援

事　　業　　内　　容

施策の進行管理

企業連携支援

人材育成支援

①窓口相談事業

②建設産業構造改革支援施策説明会開催事業

③新分野進出促進事業

④建設企業連携支援事業

⑤建設産業活性化人材育成事業

⑥支援施策フォローアップ調査事業

事業の趣旨・目的

事業体系・概要
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Ⅱ 建設企業の自助努力への支援 
 

 

現在の厳しい経営環境の中にあっては、従来の依

存的な考え方・体質のままでは生き残ることは困難

な状況となっており、自らの企業の強みと弱みを客

観的に把握し、将来の展望を見据えた経営戦略を立

てるなど、自ら考え、自ら行動する自主自立の意識、

取組みが強く求められています。 

 

県としては、縮小し供給過剰構造となっている建

設市場において淘汰が避けられない中にあっても、

自主自立の精神で絶えず自助努力を続けている意欲

ある建設企業が伸びられるよう、 

 

１ 相談・情報提供及び支援体制の 

充実・強化    

２ 経営安定・強化に向けた支援 

３ 新分野・新市場進出への支援  

 

などの視点から、「建設産業再生・活性化促進事業」

（県土整備部監理課）を中心として、ソフト面から

建設企業の積極的取組みを支援します。 

 

また、県内経済の活性化及び県内建設企業の育成

の観点から、 

 

４ 県内建設企業の受注機会の確保 

 

についても積極的に取り組んでいきます。 

 

支援の視点
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　　○太字は「建設産業再生・活性化促進事業」

（１）相談・情報提供 ①窓口相談事業

②建設産業構造改革支援施策説明会開催事業

③ホームページによる経営改善に役立つ情報の随時提供

（２）庁内支援体制 ①青森県建設産業構造改革支援本部（仮称）の設置 県土整備部監理課

②青森県建設産業ビジョン推進連絡会議の活用

③建設産業支援のための体制強化

（３）業況調査・施策の進行管理 ①支援施策フォローアッ プ調査事業

①窓口相談事業（ 再掲）

②下請セーフティーネット制度の普及

③青森県公共事業等電子情報化推進事業 県土整備部整備企画課・監理課

④発注の平準化 県土整備部整備企画課

⑤専門家派遣事業

⑥中小企業経営革新推進事業

⑦中小企業経営革新支援事業

⑧青森県指導経営革新支援事業

⑨県の融資制度 商工労働部商工政策課

①建設企業連携支援事業 県土整備部監理課

②企業組合設立推進・支援事業

③中小企業高度化資金

④中小企業連携組織交流促進事業 商工労働部経営振興課

①建設産業活性化人材育成事業 県土整備部監理課

②現場見学会の充実 県土整備部監理課・整備企画課

③中小企業労働施策アドバイザー派遣事業

④建設雇用改善推進事業

⑤県出身学生就職促進事業

⑥経営革新支援資金 商工労働部商工政策課

①企業連携・合併への優遇

②技術力向上への優遇 県土整備部監理課

③地域貢献への優遇

①新分野進出促進事業 県土整備部監理課

②観光ビジネススクール「はやて」推進事業 文化観光部観光推進課

③あおもり就農準備スクール開設事業 農林水産部構造政策課

①コミュニティビジネス推進事業

②コミュニティベンチャー推進事業

県土整備部監理課・道路課

農林水産部農林水産政策課

①窓口相談事業（ 再掲） 県土整備部監理課

①中小企業経営革新支援事業費補助金 商工労働部経営振興課

②青森県指導経営革新支援事業費補助金

③観光施設整備資金 文化観光部観光推進課

④中小企業長期経営安定資金（再掲）

⑤地場産業振興資金 商工労働部商工政策課

⑥経営革新支援資金（再掲）

①アセットマネジメントによる社会資本長寿化市場創

出事業

②津軽・生命科学活用食料特区を活用した農業分野

への参入

（５）経費補助・融資等

（４）情報提供

（２）コミュニティビジネス創業・育成支援

（１）意識醸成・ノウハウ習得への支援

（４）入札・発注制度の見直しによる優遇措

置

県土整備部監理課

商工労働部経営振興課

商工労働部商工政策課（２）企業連携・協業化への支援

（１）経営改善への支援

商工労働部経営振興課

（３）需要・市場創出等

（３）人材確保・育成への支援 商工労働部労政・能力開発課

相
談
・
情
報
提
供
及
び
支
援
体
制

の
充
実
・
強
化

経
営
安
定
・
強
化
に
向
け
た
支
援

新
分
野
・
新
市
場
進
出
へ
の
支
援

支援施策体系
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 建設産業に特化した相談・情報提供機能を充実・強化するとともに、全庁的な支援 

体制を整備し、重点的に建設産業の構造改革を促進します。 

 
 

             （１）窓口相談事業 
・建設産業に特化した相談窓口の設置 
建設産業に特化した相談窓口を設置し、建設企業

の経営改善や新分野進出に係る情報提供等を行うと

ともに、民間専門家を随時活用し、各種専門的な経

営相談等に応じます。また、（財）２１あおもり産業

総合支援センターをはじめとした関係機関や国の機

関、庁内関係課との連絡調整を行うことにより、他

の支援制度の最大限の活用を図ります。 

 

 

 

 

②・相談案件の整理
　・相談に対する準備作業（資料作成・情報収集）

　　　

①事前に相談申請書により 連絡・調整
申込み（郵送・FAX・メール）

③専門的な経営相談等
　・経営一般
　・経理、労務 連絡・調整 ○（財）21あおもり産業総合支援センター
　・新分野進出 ○青森労働局
　・組織再編　　　など ○雇用能力開発機構

○県商工労働部 など

④問題解決へのアドバイス
　関係機関の紹介、情報提供

⑤・新分野進出に係る商品開発・販路開拓
　・従業員の雇用改善・教育訓練
　・事業資金融資
　など、特に個別具体の事項は専門機関を斡旋・紹介

相

談

者

相 談 窓 口
（ 監 理 課 ）

監理課職員

専　　　　門　　　家
（中小企業診断士等）

斡旋・紹介

関係機関

　

○相談申請書受付、情報提供

現地窓口

各県土整備事務所

他機関等制度の最大限の活用

１　相談・情報提供及び支援体制の充実・強化

相談・情報提供



 7

（２）建設産業構造改革支援施策説明会開催事業 
①建設産業支援施策説明会の開催 
厳しい経営環境に対応した県の重点的支援

施策の内容や利用の仕方等について県内各地

区を回り説明します。また、「青森県建設産業

ビジョン」の具体策である本アクションプラン

の概要を説明し、今後の支援の具体的方向性を

提示します。 

②「建設産業構造改革支援ハンドブック」作成 

建設産業の構造改革に資するため、建設産業

再生・活性化促進事業の概要とその利用の仕方、

国・県・関係機関の融資助成制度など、経営改

善に役立つ情報を総合的に網羅したハンドブ

ックを作成します。 

（３）ホームページによる経営改善に役立つ情報の随時

提供 
ホームページにより、経営改善、新分野進出、

企業連携等に関する情報、県の施策の動向等、経

営改善に役立つ情報を随時提供します。 

 
  

（１）青森県建設産業構造改革支援本部（仮称）の設置 
建設産業の構造改革を、全庁的な体制で推進す

るため、関係各部長で構成する「建設産業構造改

革支援本部（仮称）」を設置し、各部の枠を超えた

支援を推進します。 

（２）青森県建設産業ビジョン推進連絡会議の活用 
アクションプランの推進にあたり、必要となる

関連施策についての連絡調整・情報共有及び検討

を行い建設産業の再生・活性化を促進するため、

全庁横断的な組織として関係各課長で構成する標

記会議を設置し、支援策の推進を図ります。 

（３）建設産業支援のための体制強化 
                           厳しい経営環境にある建設産業の自助努力を重

点的に支援するため、県土整備部監理課内におけ

る支援体制の充実・強化を図ります。 

 

庁内支援体制
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                        （１）支援施策フォローアップ調査事業 
①建設企業モニター調査の実施 
県内主要各地区、各業種をバランス良く選定 

した１００名の業界関係者を対象としたモニタ 

ー調査により、現在の業況・今後の見通し、施 

策に対する要望・意見等を調査・把握します。 

 
                           ②調査結果の分析・公表、施策へのフィードバッ

ク 
調査結果を分析・検討し、その結果をフィー 

ドバックすることにより、今後の施策展開に役

立てます。 

また、調査結果をホームページ等で公表する 

ことにより、建設企業の経営改善等の方向付け

に寄与します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　業況調査・施策の
進行管理

・県内４地区
・１００名の業界関係者

建設産業業況モニター

業況分析・業界ニーズ把握

新
た
な
施
策
展
開

生の声

施策へのフィードバック公表・業界への発信

行　　政建設業界

経
営
改
善
へ
の
意
欲

経
営
戦
略
の
指
標
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建設投資が縮小する中で、大競争時代を生き抜いていくためには、外部環境の変化

に注意を払いつつも、従来の公共投資に依存した経営体質を改めながら自社の内部環

境の革新を進め、周囲の環境変化に大きく影響されない経営基盤を築くことが必要で

す。 

 

このことから、 

○経営改善   ○企業連携・協業化   ○人材育成・確保 

の面から、建設企業の自助努力に対し支援するとともに、 

 

○入札・発注制度の見直しによる優遇措置 

を講じ経営改善等の成果を評価することにより、技術と経営に優れ、地域に貢献す

る建設企業の育成を図ります。 

 

 

事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①窓口相談事業 
（再掲） 

(建設産業再生・
活性化促進事業) 

○建設産業に特化した相談窓口の設置 
建設企業の経営改善や新分野進出に係る情報提供等各種

総合的な相談及び専門家による高度な相談に対応します。 

また、関係機関・庁内関係課との連絡調整による支援・助

成制度の最大限の活用を図ります。 
②下請セーフテ

ィネット制度の

普及 

建設企業の資金需要に的確に応えるため、下請セーフティ

ネット制度の普及を図ります。 

監 理 課 

③青森県公共事

業等電子情報化

推進事業 

建設企業及び県における業務の効率化及びコスト縮減等

に資するため、インターネット利用による「電子入札システ

ム」導入を推進します。 

整備企画課 
監 理 課 

経営改善への支援

２　経営安定・強化に向けた支援
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④発注の平準化 
 

効率的な経営が可能となるよう、ゼロ県債、フレックス工

期などにより、発注の平準化を図ります。 
整備企画課 

⑤専門家派遣事

業 
 
 
 

建設企業の経営の向上を図る取組み等を支援するため、建

設企業の求めに応じ、中小企業診断士、ＩＴコーディネータ、

ＩＳＯシリーズ審査員、税理士、公認会計士、弁理士等の専

門家を派遣し、診断・助言等を行います。 

（実施主体：（財）２１あおもり産業総合支援センター） 

⑥中小企業経営

革新推進事業 
経営革新セミナーの開催や経営革新支援事業パンフレッ

トの作成・配布を行います。 
⑦中小企業経営

革新支援事業 
中小企業経営革新支援法に定める経営革新計画に基づき

実施する、新事業動向等調査事業、新商品・新技術・新役務

開発事業、販路開拓事業及び人材育成事業に係る経費の一部

を補助します。 

⑧青森県指導経

営革新支援事業 
県が定める青森県指導経営革新計画に基づき実施する、新

事業動向等調査事業、新商品・新技術・新役務開発事業、販

路開拓事業及び人材育成事業に係る経費の一部を補助しま

す。 

経営振興課 
 

⑨県の融資制度  
中小企業長期

経営安定資金 
長期的な経営の安定を図るための運転資金、設備資金を融

資します。 
地場産業振興

資金 

地場産業の振興を図るため、地域に密着した地場産業を営

む企業に対し、運転資金、設備資金を融資します。 
経営革新支援

資金 

新たな業種への進出、新商品・新技術の開発などの新たな

取組み、情報化による経営の合理化・効率化やＩＳＯ認証取

得、労働力確保のための労働環境の整備などに取り組む企業

に対し、設備資金、運転資金を融資します。 
セーフティネ

ット資金 

倒産企業に対して売掛債権等を有している企業、倒産企業

等から事業を承継する企業、売上高又は受注高の減少等によ

り経営の安定に支障を生じている企業等に対して、運転資

金、設備資金を融資します。 

設備資金貸付

制度 

中小企業者の創業及び経営基盤の強化に必要な設備の導

入に必要な資金を無利子で貸し付けします。 

（実施主体：（財）２１あおもり産業総合支援センター） 

 

設備貸与制度 中小企業者の創業及び経営基盤の強化に必要な設備を貸

与又はリースします。 

（実施主体：（財）２１あおもり産業総合支援センター） 

商工政策課
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事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①建設企業連携

支援事業 
(建設産業再生・
活性化促進事業) 

○企業連携・協業化研修会の開催 
専門家を招き、事業再構築の中で企業連携・協業化などの

各種手法を会得し、幅広い選択肢を自分のものとする企業連

携・協業化に関する研修会を開催します。 

監 理 課 

②企業組合設立

推進・支援事業 
「青森県中小企業団体中央会」に委託し、企業組合設立セミ

ナー・交流プラザの開催及び専門家派遣などにより、企業組

合設立の推進・支援を行います。 
③中小企業高度

化資金 
経営の近代化や体質改善を行うために、組合組織により集

団化、事業協同化などを実施する場合に長期・低利又は無利

子の設備資金を融資します。 

○融資限度額  対象事業費の８０％～９０％ 

○融資期間   ２０年以内 

※高度化事業は細かく資金種類が分かれており、それぞれ融

資条件が限定されています。 

商工政策課 

④中小企業連携

組織交流促進事

業 
 

異業種の中小企業者が相互の技術及び市場問題等につい

て意見交換を行う場を設定することにより、経営資源の相互

補完等に資する企業連携の促進を図ります。 

（実施主体：（財）２１あおもり産業総合支援センター） 

 

経営振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

　企業連携・協業化
への支援
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事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①建設産業活性

化人材育成事業 
(建設産業再生・
活性化促進事業) 

○自主的調査研究グループ活動の支援 
県が、建設産業の構造改革等に意欲ある建設企業若手経営

者等を対象に設置する自主的調査・研究グループが行う県内

建設企業の受注拡大に資する調査・研究活動を支援し、その

成果を業界全体に還元します。 

また、その自主的な調査・研究活動の支援を通じ、次代を

担う建設産業界のリーダーを育成します。 

監 理 課 

②現場見学会の

充実 
建設技能労働の魅力を伝えるため、子供や学生等を対象と

して、工事の実際の作業状況や建設技能労働者の活躍をみて

いただく現場見学会を充実します。 

監 理 課 
整備企画課 

③中小企業労働

施策アドバイザ

ー派遣事業 

労働条件、福利厚生の充実及び勤労者の福祉向上を図るた

め、中小企業労働施策アドバイザー（社会保険労務士）を派

遣し、労働環境に係る指導、助言、情報提供を行います。 
④建設雇用改善

推進事業 
建設業労働者の雇用の改善、能力の開発及び福祉の増進等

に積極的に取り組んでいる中小建設企業に対し知事表彰を

行うとともに、建設雇用推進大会を開催し、建設労働者の雇

用改善に対する啓蒙普及を積極的に図ります。 

⑤県出身学生就

職促進事業 
県出身学生を対象とした「就職動向アンケート調査」を実

施し、学生の意識調査等を行うとともに、県内就職を希望す

る県出身学生と建設業等県内企業との面談の場である就職

ガイダンスを開催し、県内出身学生の県内就職促進を図って

いきます。 

労政・能力

開発課 

⑥経営革新支援

資金（再掲） 
労働力確保のための労働環境の整備などに取り組む企業

に対し、設備資金、運転資金を融資します。 商工政策課 

 
 

 
 
 

　人材育成・確保へ
の支援
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○ 入札・発注制度の見直しによる優遇措置 
～経営安定・強化に向けた自助努力の成果への優遇～ 

（県土整備部 監理課） 
 

技術と経営に優れ、地域に貢献する建設企業を育成するため、企業連携等経営

安定・強化に向けた取組みを行っている建設企業に対し、競争入札参加資格審査

や受注機会の確保の面等において優遇措置を図ります。 

（１６年度に緊急に実施する項目は ● 表示） 

 
 
               厳しい経営環境の下、技術と経営に優れた建設

企業が成長していくためには、経営安定・強化の

ための企業連携は不可欠になりつつあります。 

このため、経営統合等の再編を促進し、建設産 

業全体の構造を変えていくこととし、企業連携に

対する優遇措置を講じます。 

 

 

競争入札参加資格における優遇 

● 合併企業等に対しては、既に工事施工能力審査を受けている業種につ

いても再審査を行い、格付けされている等級の変更を認めることにしま

す。 
● 建設業に関わる全ての営業譲渡の場合は、合併と同様の取扱とします。

 

○ 合併企業及び協業組合に対しては、工事施工能力審査の際、一定の期

間、総合評点の加算を行います。 

受注機会の確保 
○ 一定の期間、合併企業等の等級の直近下位等級に対応する工事への入

札参加資格を付与します。 
○ 合併当事者等が合併前に認定されていた等級に対応する工事への入札

参加資格を付与します。 

 

○ 入札参加資格としての地域要件に関し、合併当事者等が合併前に主た

る営業所を有していた管内への入札参加資格を付与します。 
 
 

　企業連携・合併へ
の優遇
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建設投資の縮小に伴い、価格競争が激化する 

中で、公共工事の品質を確保し、効果的に社会 

資本を整備することが求められています。 

このため、競争入札参加資格審査や入札参加 

業者選定等において、技術力に優れた企業を優 

遇することとし、技術力向上に対する意欲を醸

成します。 

 

 

競争入札参加資格における優遇 

● 工事成績評価の比重を高めます。 

● 土木一式及び建築一式工事において、必要とする有資格技術職員数を

段階的に引き上げます。 

● ＩＳＯ９００１：２０００の認証取得を競争入札参加者に関する評点

において、新たに加点項目とします。 

● 労働安全衛生マネジメントシステムの構築等（ＣＯＨＳＭＳ及びＯＨ

ＳＡＳ１８００１の取得並びに建設業労働災害防止協会への加入）につ

いて、競争入札参加者に関する評点において、新たに加点項目とします。

 

○ ＩＳＯ９００１：２０００の認証取得を入札参加資格とする工事を試

行します。 

入札参加業者選定等における工事成績の積極的な活用 

● 県発注工事の直近の２カ年間の工事成績が平均８０点以上である場合

は、積極的に指名します。 

● 県発注工事の工事成績の平均が直近の２カ年間連続して６０点未満で

ある場合は指名しないこととします。 

○ 制限付き一般競争入札において、工事成績状況を入札参加資格としま

す。 

○ 県発注工事の工事成績について、一定の点数未満の評定を受けた場合、

一定の期間、指名しないこととします。 

 

○ 特に優良な工事成績を上げた企業に対しては、上位の等級に属する工

事に係る入札に参加できるようにします。 

技術力向上への優遇
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技術力による競争が促進される入札・契約方式の導入 

● 工事成績評定については、ホームページで公表します。 

 
○ 参加申込型指名競争入札について、工事成績評価状況を反映する入札

方式とします。 

○ 経常建設共同企業体の対象工事について、港湾施設工事、漁港施設工

事以外に拡大します。 

 

○ 設計・施工一括発注方式、総合評価方式、性能規定発注方式等を導入

することで、受注企業の持つ技術力の有効活用を図ります。 

 
 
 
 

   県民の安全で豊かな生活を守るため、災害に

即応できる体制整備や地域活動への参加等地域

における建設企業の果たす役割は今後も大きな

ものがあります。このような、地域貢献を行う

建設企業を評価し、またその活動を促進するた

め、等級格付において優遇措置を講じます。 

 

 

競争入札参加資格における優遇 

● 災害等地域の危機管理に対応し県に協力している企業に加点します。

 
● 1SO14001の認証取得を加点項目とします。 

 

 

○ 障害者雇用、ボランティア活動、その他の地域活動等地域貢献を加点

項目とします。 

 

 

 

 

地域貢献への優遇
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建設市場が縮小し、淘汰の時代へ移行しつつあるなかで、「本業」の経営に重点 

を置きつつも、本業以外の新分野・新市場への進出についても、経営戦略の一つ

の選択肢として積極的に目を向けることも必要となっています。 

しかし、新分野・新市場進出には、法律的な要因をはじめとした様々な参入障 

壁や不確実・未知な要素も多く、これらに対する先行投資等により経営リスクを

伴うこともまた事実です。 

進出すべきか否かを含め、どの分野にどのような形で進出すべきかなどは、周 

到な準備と十分な検討の上で、これまでの依存的な考え方を排除し、経営者自ら

が自らの判断と責任において決断すべきものです。 

県としては、その決断が十分な情報を持ち、理解した上でのものとなるよう情 

報提供を行っていくとともに、進出に向けた自助努力が効果的なものとなるよう

各種支援を行っていきます。 

 
 

 

 

事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①新分野進出促

進事業 
(建設産業再生・
活性化促進事業) 

○新分野進出先駆者講演会開催 
新分野進出に積極的に取り組んでいる全国の先駆的建設

業経営者を講師として招き、進出に係る手法・問題点等同業

経営者の生の声を聞く講演会を開催します。 

 
○新分野進出専門講座の開設 

新分野進出に向け、先進事例を分析・検討し、自社の進む

べき方向性を見出す専門講座を開設します。 

・豊富な事例を分析・検討し、新分野進出に必要なマネジ

メント手法や着眼点を学びます。 

・自社の問題として、実際に標的市場を設定し、市場分析

や経営資源分析を行い、ビジネスプランを作成します。 

 

監 理 課 

３　新分野・新市場進出への支援

　意識醸成・ノウハウ
習得への支援
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②観光ビジネス

スクール「はや

て」推進事業 

観光産業の実学の公開講座を観光ビジネススクール「はや 

て」として開設し、観光事業の起業等を支援します。 

 

○ 観光企業化育成コース（修了者への起業支援を含む） 

○ 観光プロフェッショナル養成コース（修了者への就業

支援を含む） 

観光推進課 

③あおもり就農

準備スクール開

設事業 

将来、就農したいと考えている人が、仕事を持ちながら休

日を利用して農業の基礎を学ぶ「あおもり就農準備スクー

ル」を開設し、建設産業等他産業等からの新規就農を促進し

ます。 
○ 受講内容：就農のための手順と支援策、野菜や花き

の栽培方法、病害虫の駆除方法等の講習及び農作業体

験等の実習 

○ 修了者には、修了証を交付するとともに、実践的な

就農研修を希望する場合には、受け入れ可能な農家を

紹介します。 

 

構造政策課 

 
 
 
 
 
 

事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①コニュニティ

ビジネス推進事

業 
 

 住民セクターによる中間支援組織を立ち上げ、一元的にコ

ミュニティビジネス事業の支援を行います。また、専門家派

遣や事業資金助成を集中的に行い、コニュニティビジネスの 

ビジネスモデルを創出します。 

②コミュニティ

ベンチャー推進

事業 

地域の資源を活用した商品、技術、アイデアを活用した創 

業意欲の高い者または中小企業者に対して、中小企業挑戦支

援法（１円起業制度）を活用しながら、事業の立ち上げから

事業が軌道に乗るまで一貫した支援を行います。 

経営振興課 

 
 
 
 

　コミュニティビジネ
ス創業・育成支援
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事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①アセットマネ

ジメントによる

社会資本長寿化

市場創出事業 

県の保有する膨大な社会資本を、アセットマネジメントに 

より費用効率的に維持管理し、建設産業の維持補修市場にお

けるあらたな需要を創出します。 

 

監 理 課 
道 路 課 

②津軽・生命科学

活用食料特区を

活用した農業分

野への参入 

 

特区制度を活用することにより、これまで、農業経営を行

うことのできなかった建設会社等の民間企業が、市町村を仲

立ちとした農地の借入方式により農業分野へ参入し、農産物

などを生産・販売できます。 

○対象となる農地の範囲 

青森市、弘前市、黒石市、浪岡町、平賀町、常盤村、

田舎館村、板柳町、中里町、鶴田町の農業振興地域内

の農地 

農林水産政

策課 

  

 

○提供する情報 

（１）公的助成・支援制度等に関する情報  

           新分野・新市場進出に係る公的支援制度を最大限活用するため、相談 

者のニーズに応じ、各種公的支援措置の内容を紹介します。 

（２）新分野進出の事例紹介  

全国の新分野進出事例を、相談者のニーズに応じ、進出分野、進出形 

態等、区分ごとに検索し、取組み内容を詳細に紹介します。 

（３）新分野進出のための地域市場動向情報 

統計データ等を基に、人口や産業の状況などの基本情報の他、想定さ

れる新分野に関するデータ等を詳細に紹介します。 

（４）その他 

   ・構造改革特別区域制度について 

     ・新分野進出に際し確認すべきポイント、実務的な知識の紹介 

情　報　提　供
（相談窓口）

需要・市場創出等
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事 業 名 等 事     業     内    容 担 当 課 

①中小企業経営

革新支援事業費

補助金 

中小企業経営革新支援法に定める経営革新計画に基づき 

実施する、新事業動向等調査事業、新商品・新技術・新役務

開発事業、販路開拓事業及び人材育成事業に係る経費の一部

を補助します。 

○限度額  補助事業に要する経費の２／３以内、又は、

６，８１６千円のいずれか低い額 

 
②青森県指導経

営革新支援事業

費補助金 

県が定める青森県指導経営革新計画に基づき実施する、新

事業動向等調査事業、新商品・新技術・新役務開発事業、販

路開拓事業及び人材育成事業に係る経費の一部を補助しま

す。 

○限度額  補助事業に要する経費の１／２以内、又は、

２，７００千円のいずれか低い額 

 

経営振興課 

③観光施設整備

資金 

 

新たに観光事業を経営しようとする中小企業者に設備資

金を融資します。 

○融資限度額  設備投資額の８０％以内で限度額１億

円 

○融資期間   １０年以内 

観光推進課 

④中小企業長期

経営安定資金 

（再掲） 

長期的な経営の安定を図るための運転資金、設備資金を融

資します。 

 

⑤地場産業振興

資金（再掲） 

地場産業の振興を図るため、地域に密着した地場産業を営

む企業に対し、運転資金、設備資金を融資します。 

⑥経営革新支援

資金（再掲） 

新たな業種への進出、新商品・新技術の開発などの新たな

取組み、情報化による経営の合理化・効率化やＩＳＯ認証取

得、労働力確保のための労働環境の整備などに取り組む企業

に対し、設備資金、運転資金を融資します。 

商工政策課

 

経費補助・融資等
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  県内経済の活性化及び県内建設企業の育成を図る観点から、県で発注する建設

工事については、原則として県内建設企業へ発注することとしています。この結

果、平成１４年度の県発注工事における県内建設企業の受注実績は、概ね件数で

９割、金額で８割を上回る状況にあります。 

  一方、県外建設企業に発注する工事については、技術的に難度が高い工事や高

度な施工管理を必要とする工事に限っており、工種別では法面工、橋梁工、下水

道処理施設等の占める割合が多い状況にあります。 

  県では地元建設企業の受注機会の拡大を図る観点から、可能な限り分離・分割

発注に努めるとともに、県外建設企業と県内建設企業との共同企業体方式等を推

進します。 

（県土整備部 監理課） 

 

（１）分離・分割発注の促進  

地元建設企業、地元専門工事業者等の中小建

設企業を活用することにより、円滑かつ効率的

な施工が期待できる工事については、極力分

離・分割して発注を行います。 

（２）「一落ち条件」での入札の実施  

分割発注した工事においては、同一業者が複

数の入札案件を落札できないこととする、いわ

ゆる「一落ち条件」で入札を行うこととします。 

（３）乙型建設共同企業体の導入検討  

乙型建設共同企業体（分担施工方式のＪＶ）

方式での試行を行い、制度化について、検討す

ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

４　県内建設企業の受注機会の確保

　分離・分割発注等
の促進
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（１）混合型ＪＶの発注促進  

県内建設企業の施工能力向上にも結びつく、

県外建設企業と県内建設企業との共同企業体

方式（混合型ＪＶ）での発注を促進します。 

（２）参加申込型指名競争入札・一般型（ＪＶ）へ

の県内建設企業の参加 

 県内に支店等を有する県外建設企業を対象

としている参加申込型指名競争入札・一般型

（ＪＶ）について、入札参加資格を満たす県内

建設企業が参加できるようにします。 

（３）２億円超の工事における地域限定型ＪＶ、混

合型ＪＶ適用の優先検討 

土木一式工事については、特定建設工事共同

企業体の対象工事を原則５億円以上としてい

ますが、５億円未満の工事であっても２億円を

超える工事の発注にあたっては、地域限定型Ｊ

Ｖ（管内企業同士で構成するＪＶ）、混合型Ｊ

Ｖの適用を検討することとします。 

 

（１）共通仕様書への明記 

県外建設企業に発注する場合は、発注条件と

して、可能な限り県内建設企業を下請業者とし

て使用するよう、共通仕様書に明記します。 

（２）大手総合建設企業団体等に対する要請 

   大手総合建設企業団体等に対し、下請を活用 

する場合は、県内建設企業への優先発注に努め 

るよう要請します。 

 

参加申込型指名競争入札等における参加資格の 

設定に当たっては、県内建設企業を優先して資格 

設定します。 

また、県外建設企業を選定する場合には、県内 

に支店・営業所を有する企業を優先します。 

 

国、公団等他の公共工事の発注者に対し、県内建

設企業への発注促進に努めるよう要請します。 

　混合型共同企業体
方式等の促進

　県内建設企業の下
請での優先使用

　入札参加資格設定
における優遇

国等への要請
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Ⅲ 市場環境の整備 
 

 

              公共投資に対する厳しい経済・社会環境の中で、今

後とも「安全な県土と安心できる生活環境」の整備を

計画的に進めていくため、その基盤づくりの担い手で

ある本県の建設産業が健全で活力を有することが重要

です。    

このため、県は公共工事の発注者として、 

・ 公共工事の目的物である社会資本等が確実に効

用を発揮するよう公共工事の品質を確保すること 

・ 限られた財源を効率的に活用し適正な価格で公

共工事を実施すること 

・ 受注者の選定等適正な手続きにより公共工事を

実施すること 

が必要となります。このため、 

１ 透明性の確保  

２ 公正な競争の促進 

３ 不正行為の排除の徹底 

４ 適正な施工の確保 

 

を入札契約の基本原則として、以下の市場環境の整

備に取組みます。 

（県土整備部 監理課） 
 

 

（１６年度に実施するものは●表示） 

視　　点
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公共工事の入札契約に関し、県民に対し入札契約に係る情報を公表することを

基本とし、不正行為の防止、透明性の確保に努めます。 

また、公表に当たっては、より透明性を高めるため、インターネットの活用を

積極的に推進します。 

 

 

 

● 審査の透明性、公平性をさらに高めるため、新

たに競争入札参加資格審査基準を公表します 

 

・算出方法、総合点及び格付基準等の審査 

結果を公表します。 

                                 

                  

 

 

● 透明性、競争性の向上を図る観点から、これ

までの発注見通し、入札予定情報、落札情報、

工事情報等の公表に加え、以下の入札及び契約

に関する情報をホームページで取得できるよう

公表システムを拡大することとします。 

 

・競争入札参加資格審査基準 

・工事の施工状況の評価 

・入札契約に関する各種規則や要領等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１　透明性の確保

　競争入札参加資格
審査基準の公表

　情報提供システム
の拡大
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適正な施工能力を有する建設企業による公正な競争が促進されるよう、入札契約

方法の改善、電子入札システム導入等環境整備を図ります。 

 

      手続きの客観性、競争性の向上を図るため、入札

契約方法の見直しを図ります。 

●等級格付けの基準としての有資格技術者数の見直し 

土木及び建築一式工事において、等級格付の基準と

しての有資格技術者数を段階的に引き上げます。 

●制限付き一般競争入札の対象工事等の見直し 

現在、５億円以上の工事を対象に試行している制限

付き一般競争入札の対象を拡大します。 

○「指名基準の運用」の策定 

 指名競争入札について、より一層、手続きの公平性・

透明性を高めるため、「指名基準の運用」を策定しま

す。 

○工事成績データベースの充実 

技術力を重視した入札・発注方法を促進するため、

県発注工事に関する工事成績データベースの充実を

図ります。 

                          

公正な競争の促進を図るだけでなく、競争性の向 

上、コスト縮減、事務迅速化が期待できる電子入札

システムの導入等を図ります。 

●電子入札システムの導入 

平成１９年度導入完了を目途に、インターネット利

用による電子入札システムを整備します。 

●電子申請システムの導入 

等級格付に係る競争参加者の資格申請について、イ

ンターネットを利用するシステムを構築します。 

○入札契約に係る図書等の簡素化・統一化  

入札参加者の負担軽減を図るとともに、電子入札導

入に伴い必要となる、入札契約に係る図書等の簡素

化・統一化を図ります。 

２　公正な競争の促進

　入札及び契約方法
の改善

　電子入札システム
の導入等
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建設業の健全な発達を図り、公共工事の適正な執行を確保するため、不正行為の 

排除の徹底を図ります。 

 

 

 

「指名停止基準の運用」の策定等により、指名停止な

どのペナルティについて、より一層、公平性、透明性

を高めるとともに、厳正な運用を図り、談合等の不正

行為の防止を徹底します。 

（１）「指名停止基準」の改正及び「指名停止基準の運用」

の策定 

● 「指名停止基準」を改正し、不法行為に関し企

業の責任や体質が特に厳しく問われる場合等に、

指名停止措置を強化します。 

● 指名停止措置について、より一層、公平性・透

明性を高めるため、「指名停止基準の運用」を策定

します。 

（２）処分情報の公表等 

● 建設業法に基づく処分について、ホームページ

などにより、公表します。 

○ 国土交通大臣許可業者及び各都道府県知事許可

業者の監督処分情報の共有化を図ります。 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３　不正行為の排除の徹底

　ペナルティの厳正
な適用
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          適正な競争を妨げ、公共工事の品質確保、適正な

価格による施工等の支障となる不良・不適格業者（対

象工事の規模や必要とされる技術力から見て、適切

な施工を行い得ない企業等）の排除の徹底を図りま

す。 

（１）経営事項審査申請時の虚偽記載の排除 

● 経営事項審査において、県独自で技術者データを整

備し青森県建設工事管理システムとのリンクを図る

ことにより、技術職員の常勤確認の徹底を行います。

○ 国で整備を進める企業評価・技術者評価の虚偽防止

に係る総合的なチェックシステムとの連携を図り、不

正・疑義業者チェックシステムの構築を図ります。 

（２）ホームページ活用による業者情報の公表  
○ 相互監視による虚偽申請や不正行為の抑止等のた

め、ホームページ等を活用して、工事実績、技術者等

の情報について、公表を図ります。 

（３）暴力団関係企業の排除 

● 関係機関との連携を強化し、建設業界からの暴力団

関係企業の排除を徹底します。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　不良・不適格業者
の排除
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公共工事の品質を確保し、社会資本の整備が的確に行われるようにするため、 

工事の施工段階における適正な施工体制の確保、公共工事の施工状況の積極的な評

価等により、適正な施工の確保を図ります。 

 

配置技術者について、要件の厳格化や専任制の

把握等を徹底し、適正な施工体制の確保を図りま

す。 

（１）主任技術者の現場専任制の徹底 

● 専任を要する主任技術者等に対し、工事現場へ

の抜き打ち点検、監理技術者資格者証の提示を求

めるとともに、請負業者との直接かつ恒常的な雇

用関係の確認を徹底します。 

● 監督業務の一部を外部機関等に委託するなどの

措置を行い、監督体制の強化を行います。 

（２）一括下請負に関する点検の強化 

● 下請業者が元請業者と同業種であって元請業者

以上の規模を有する会社である場合には、元請業

者の当該工事に対する実質的な関与について確認

します。 

● 下請け会社が元請会社の子会社であるなど、特

殊な関係にある場合には、徹底した確認を行いま

す。 

（３）配置技術者の要件の厳格化 

○ 主任技術者等配置技術者の要件について、３ヵ

月以上の雇用期間を要することとします。 

  

                               

                 

 

 

４　適正な施工の確保

　適正な施工体制の
確保



 28

受注者の適正な選定の確保及び公共工事の品質を 

確保する観点から、優れた施工については、積極的

な評価等を行います。 

 

（１）技術力の積極的な評価  

● 工事の施工状況の評価（工事成績評定）に当た

っては、手抜き工事や粗雑工事に対して厳正に対

応するとともに、受注者がその技術力を生かして

施工を効率的に行った場合等については積極的

な評価を行います。   

（２）工事成績評定のホームページでの公表  

● 工事成績評定については、ホームページで公表

します。 

 
 

 

いわゆるダンピング受注は、建設業の健全な発

達を阻害するとともに、特に、手抜き工事、下請

等へのしわ寄せにつながりやすいことから、低入

札価格調査制度への最低基準の設定等により、ダ

ンピング受注の防止を図ります。 

 

（１）低入札価格調査制度における最低基準の設定 

● 品質の確保等を図るため、著しい低価格による

受注への対応として、5,000 万円以上の工事にお

いて、設計金額の工事費の項目ごとに最低基準を

設定します。 

（２）工事内訳書の提出 

 ● 入札参加者に対し、入札金額の内訳を明らかに

した工事費内訳書の提出を入札条件とします。 

（３）低入札価格調査対象工事への対応 

● 適正な施工及び品質を確保するため、施工体制

台帳や施工計画書の確認及び現場での施工の監

督・検査等を徹底します。 

● 下請代金支払状況等実態調査等を活用して、下

請代金の支払いや支払期間等改善の必要がある元

請企業に対し、個別指導を充実します。 

　公共工事の施工状
況の評価

ダンピングの防止
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公共工事を施工する建設企業による品質確保

の取組みは、公共工事の適正な施工を確保する上

で、発注者である県にとってもメリットが大きい

ことから、1SO9001:2000（国際標準化機構規格）

を活用します。 

 

● 1SO9001:2000の認証取得について、競争参加者

に関する評点において加点項目とします。 

○ 1SO9001:2000の認証取得を、入札参加資格の一

つとして活用する方向で検討します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1SO9001：2000の活用
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 ○おわりに
現下の厳しい経営環境に対応し、縮小する建設市場の中で生き残っていくためには、
経営者の強い自主自立の意識と自助努力が必要です。
この個々の建設企業の意欲的な取り組みの一つ一つが、業界全体に広がることで、
建設産業の構造改革が実現されることになります。

建設企業の新しい時代に向けた自助努力と県の支援策が相乗的に効果を発揮し、
早期に建設産業の構造改革、再生・活性化が達成されることを強く期待するものです。

　新しい時代に向けた積極的な取り組みを応援
します。

　新分野に進出
したい。

　コスト削減し
たい。

　人材を育成し
たい。

　経営戦略をた
てたい。

　企業連携した
い。

自
主
自
立
の
意
識

建設産業の構造改革の主役は、個々の建設企業自身なのです。

　業務を効率化
したい。

意欲的な自助努力
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